
 

 

八幡平市監査委員告示第４号 

 

 

 令和８年２月 26日付け八監査第 142601号の定期監査（令和８年１月実施分）の結果報告に基づ

き、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項

の規定により、次のとおり公表する。 

 

 

  令和８年３月 25日 

 

 

 

八幡平市監査委員 村 山  巧 

八幡平市監査委員 岩 根 修 象 

 

 

 措置内容  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年１月定期監査指摘事項の措置状況等通知書 

 

 産業建設部農林課 

令和８年１月 16日監査実施 

 

指摘事項 措置状況 再発防止策 

改善、検討

措置の実施

等年月日 

八幡平市有害鳥獣対策事

業補助金について 

ア 未決裁のまま施行さ

れている補助金交付決定

通知について【指摘事項】 

 

令和７年８月 26日付けで

起案された令和７年度の

当該事業補助金 100,000

円に係る交付決定伺いの

回議用紙を見ると、決裁

欄には、担当係長、課長

補佐を含めて、決裁者で

ある課長の決裁印が押印

されていない。にもかか

わらず、当該補助金交付

決定伺いは決裁されたも

のとして、同日付けの八

幡平市指令農林第 126 号

として施行されている。

これは明らかに不適切で

ある。このことについて、

当課は、「決裁後に、回

議用紙の訂正等があり、

回議用紙そのものの差し

替えがあった可能性があ

る」とのことであったが、

仮にそうであるならば、

再度の決裁処理が行われ

たことになり、当然、正

しい回議用紙との差し替

えが行われていなければ

 本件は、決裁後に回議

用紙に誤りを発見し、訂

正を指示したと記憶して

いるが、当初決裁した回

議用紙はシュレッダーに

かけ捨てられており、証

明する資料はございませ

ん。なお、訂正後の回議

用紙については、別の補

助金申請と一緒に決裁が

回り、書類が重なってい

たため、いずれも押印漏

れとなったと思われま

す。 

 当時はツキノワグマの

出没増加により、当該補

助金申請が急増してお

り、確認不足でございま

した。 

 今後は、このようなこ

とのないよう１件１件、

確実に処理を行い、適切

な事務執行に努めます。 

決裁後の回議用紙の訂正

は訂正印を使用し、破棄

しないよう、また差し替

える場合については、訂

正前の回議用紙を決裁後

まで破棄しないよう、指

導してまいります。 

令和８年 

１月 16日 



ならないが、これが行わ

れていない。また、監査

終了後においても、「回

議用紙の差し替えがあっ

た可能性」を証明するよ

うな追加資料や決裁処理

された回議用紙そのもの

の提示がないことから、

未決裁のまま、不適切に

施行されたものと判断さ

れる。今後においては、

再発防止を徹底したうえ

で、適正に補助金交付業

務を執行すること。 

 

 


